
 

 

機構改正について 
 

 

 高齢者に関する施策を一体的に進めるため、長寿介護課を福祉部に移管するとともに、長寿介護課、

福祉総合相談課及び地域福祉課を再編する機構改正を令和８年４月に予定しております。 

  

 

【機構改正案について】 

   

※一部のみ記載しております。 

 

 

このため、令和８年度より地域包括支援センター運営協議会の主担当課は現在の福祉総合相談課から

新設の長寿政策課に変更となります。 

なお、この内容は、３月市議会での議決があって確定するものであり、現時点で確定しているもので

はございません。詳細につきましては、令和８年度第１回協議会でご報告いたします。 
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